（様式10）
北　　第　　　　　　号
　　年　　月　　日
住　所
氏　名　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市長

命　令　書

　下記の建築物は建築基準法（昭和25年法律第201号）に違反しているので、同法第９条第７項の規定により、同建築物の　　　　　　　　　　　　　  を仮に命令する。

記

１．命令の内容

２．違反している事項

３．建築物の表示
　　（１）位　置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（２）構　造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（３）用　途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



（教示）同法第９条第８項の規定により、命令を受けた者は、この命令を受けた日から３日以内に特定行政庁（北見市長）に対して公開による意見の聴取の請求をすることができます。また、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができます。
